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1 雑所得の金額の計算の取扱い（変更）

生命保険契約に基づく年金（保険年金）は、雑所得に該当します。この雑所得の金額の計算につい

ては、従来は、次の1）の計算によっていましたが、相続等により取得したものとみなされる生命保

険契約に基づく年金（相続等保険年金）は、2のように、課税部分のみを対象とするよう取扱変更とな

っています。

（平成22年分以後の所得税についての雑所得の金額の計算並びに平成22年10月20日以後に確定

申告書を提出する場合又は更正の請求をする場合に適用。）

この相続等保険年金は、具体的には、次のいずれかに該当するものです。いずれも、年金受取

人≠保険料負担者。

① 死亡保険金を年金形式で受取っている年金（Ｐ41参照）

② こども保険の契約者が亡くなったことにより受取る養育年金（Ｐ71参照）

③ 個人年金保険契約に基づく年金（Ｐ55参照）

2 課税部分と雑所得の金額

相続人等が相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約に基づく年金の支払を受ける場合

におけるその年金については、課税部分と非課税部分に振り分けた上で、課税部分の所得金額につい

てのみ課税対象とすることとなりました。

具体的には、相続税の課税対象部分以外を所得税の課税対象とし、その年金の残存期間年数、受取

総額等を基に、所得税の課税対象となる課税金額、そして「一単位当たりの金額」を計算し、これに

経過年数を乗じて、その年分における雑所得に係る総収入金額を算出するものです。

経過年数は、受取初年のときには、0年、2年目のときには、1年となります。

3 雑所得の金額の計算

雑所得の金額の計算については、課税金額を算出し、その後、雑所得の金額を算出することとなり

ます。

62

21 相続等に係る年金の雑所得の金額の計算

QQ 平成22年7月の最高裁の判決を受けて、保険年金の雑所得の金額の計算が変
更になったと聞いていますが、どのように変わったのでしょうか。

1） 2）以外の年金の雑所得の金額 総収入金額－必要経費

2） 相続等に係る生命保険契約に基づく年金の雑所得の金額 総収入金額（課税部分）－必要経費（課税部分）
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1 払込保険料の経理処理

法人を契約者とし、その法人の役員・使用人を被保険者とする養老保険について、払い込まれた保険

料の取扱いは、次のようになっています。（法基通9-3-4）

このうち、タイプ③のものを一般に、福利厚生プラン（保険料1/2損金プラン）と呼び、払込保険料の

うち、1/2相当額を福利厚生費などの勘定科目を使って損金算入することとしています。このタイプの

保険は、役員・使用人の福利厚生を目的として活用されることが多いからです。

＊1 普遍的加入が必要。普遍的加入でない場合には、被保険者に対する給与となります。

＊2 役員その他特定の使用人のみを被保険者とし、給付金受取人をその被保険者としている場合には、被保険者に対する

給与となります。

2 福利厚生プランにかかる留意点

1）全員加入が必要

原則として、保険料の1/2相当額は、損金算入となっていますが、役員・部課長その他特定の使用人

のみを被保険者としている場合には、その保険料の額は、当該役員または使用人の給与とされます。

「1/2損金算入」のためには、役員・部課長その他特定の使用人のみを被保険者としていないこと（普

遍的加入）、原則として全員加入とし、福利厚生に資することを目的としたものであることが必要となり

ます。

ただ、「普遍的加入」であっても、役員または使用人の全部または大部分が同族関係者である法人に

ついては、たとえその役員または使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その保険

料のうち、その同族関係者である役員または使用人に係る部分の金額については、これらの者に対する

給与として取り扱われることになりますので、ご注意ください。

一方、特約関係については、役員・部課長その他特定の使用人のみを被保険者とし、給付金の受取人

をその被保険者としている場合には、特約保険料はその役員または使用人に対する給与となります。

保険商品 タイプ
保険金受取人

主契約保険料の取扱い
災害・医療関係
特約保険料の取扱い

養老保険

① 法人 法人 資産計上
損金算入*2

（期間の経過に応じて）

②
役員・使用人
の遺族

役員・使用人 給与
損金算入*2

（期間の経過に応じて）

③
役員・使用人
の遺族

法人
1/2相当額資産計上
1/2相当額損金算入*1
（期間の経過に応じて）

損金算入*2
（期間の経過に応じて）

死亡保険金 満期保険金

QQ いわゆる福利厚生プランに係る保険料の取扱いについては、どのような点に
留意する必要があるのでしょうか。

43 福利厚生プラン～保険料1/2損金算入の要件
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